
自転車への青切符の導入について

○施行時期：2026年4月1日施行
○対 象：16歳以上の自転車利用者
○対象となる違反行為：100種類以上

自転車は車道が原則、左側通行 歩道は例外、歩行者を優先

・普通自転車が歩道を通行することが
できることを示す標識がある場合

・運転者が、
13歳未満のこども
70歳以上の高齢者
身体の不自由な人

・道路工事をしていたり、車の交通量
が多いなど、車道を安全に通行する
ことができない場合

普通自転車は次のような場合には歩道を通行する
ことができます

（325の3）普通自転車等及び
歩行者等専用 標識

○内 容 ・交通事故につながる危険な運転行為や警察官の
警告に従わず違反行為を継続した場合といった
「悪質・危険な違反」に対して適用！

・反則金を納めれば刑事手続きに移行しない！
・飲酒運転、妨害運転等は赤切符！（刑事手続き）
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②自転車で通行しているところが歩道で、
   横断歩道を横断する場合は、歩行者用信号機
に従う

③それ以外の場合は、車両用信号機に従う

①自転車で通行しているところが車道、
   歩道に関わらず、歩行者用信号機に従う

「歩行者・自転車専用」の表示板がある信号機

「歩行者・自転車専用」の表示板がない信号機

青切符（交通反則通告制度）

自転車の通行ルール 自転車は「軽車両」、くるまの仲間です！

信号に関するルール



遮断踏切立入り

反則金 7,000円

信号無視（赤信号）

反則金 6,000円

携帯電話使用等（保持）

反則金 12,000円

反則金 6,000円

通行区分違反（逆走）

反則金 5,000円

指定場所一時不停止等
公安委員会遵守事項違反
（イヤホン、傘さし運転）

反則金 5,000円

※イヤホンをつけて周りの音が
聞こえない状態

無灯火

反則金 5,000円

並進禁止違反

反則金 3,000円

軽車両乗車積載制限違反
（二人乗り）

反則金 3,000円

自転車を安全・安心に利用するために
―自転車への交通反則通告制度（青切符）の導入－

【自転車ルールブック】

警察庁公表資料

詳しくはこちら

青切符の対象となる主な反則行為と反則金

自転車に乗るときは、ヘルメットを着用しましょう！
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